
療養病床入院時の生活療養費
標準負担額（食費＋居住費）

２１０円×３食＋３２０円／日

１３０円×３食＋３２０円／日

療養病床に入院している方のうち、厚生労働大臣が定める入院医療の必要性が高い方は、一般病床並みになります。

一般病床入院時の
標準負担額（食費）

過去１年の入院期間９０日以下
２１０円×３食

過去１年の入院期間９０日超
１６０円×３食

１００円×３食

自己負担限度額（高額療養費算定基準）

（世帯ごと：月）

２４，６００円

１５，０００円

外来のみ（個人ごと：月）

８，０００円

所得区分

区分�

区分�

住
民
税
非
課
税

７０歳以上の住民税非課税世帯の方の自己負担限度額など

野
外
で
の
焼
却
は
や
め

ま
し
ょ
う

野
焼
き
や
ド
ラ
ム
缶
・
小
型

焼
却
炉
な
ど
を
利
用
し
た
焼
却

行
為
は
、
風
俗
慣
習
や
教
育
活

動
な
ど
を
除
い
て
、
都
条
例
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

焼
却
を
す
る
と
、
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
な
ど
の
発
生
に
よ
り
目

や
喉
の
痛
み
な
ど
健
康
に
影
響

を
与
え
た
り
、
洗
濯
物
に
臭
い

が
付
く
な
ど
近
隣
周
辺
の
迷
惑

に
も
な
り
ま
す
。

ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、
分
別

収
集
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
適
正

に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
分
別
や
処
理
に
つ
い

て
は
、清
掃
事
務
所
�（
３
６
９

３
）
６
１
１
３
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

環
境
課

�（
５
６
５
４
）８
２
３
８

夜
間
の
ご
み
出
し
は
や

め
ま
し
ょ
う

夜
間
に
ご
み
を
出
す
と
、
カ

ラ
ス
や
猫
な
ど
に
よ
る
散
乱
被

害
の
恐
れ
が
あ
る
上
、
放
火
に

よ
る
火
災
の
原
因
に
も
な
り
ま

す
。
ご
み
は
必
ず
収
集
日
当
日

の
朝
、
午
前
８
時
ま
で
に
お
出

し
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

清
掃
事
務
所

�（
３
６
９
３
）６
１
１
３

年
末
の
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
お
早
め
に

年
末
は
粗
大
ご
み
の
申
し
込

み
が
集
中
す
る
た
め
、
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

１２
月
２９
日
�
〜
２６
年
１
月
３

日
�
は
、
収
集
・
持
ち
込
み
は

で
き
ま
せ
ん
。

【
申
し
込
み
】

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー

▽
午
前
８
時
〜
午
後
７
時
（
年

末
年
始
を
除
く
）

�（
５
２
９
６
）４
４
０
０

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
２４
時
間

受
け
付
け
・
年
末
年
始
を
除
く
）

http
://sodai.tokyokankyo.

or.jp/

【
担
当
課
】

清
掃
事
務
所

�（
３
６
９
３
）６
１
１
３

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
へ

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方（
区
分
�
）ま
た
は
世
帯

員
全
員
の
所
得
額
が
０
円
の
方

（
区
分
�
）に
、
申
請
に
よ
り
、

自
己
負
担
額
と
食
事
療
養
費
ま

た
は
生
活
療
養
費
が
減
額
さ
れ

る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま

す
。申

請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

�（
５
６
５
４
）８
２
１
２

国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
へ

７０
歳
未
満
の
方
へ

国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
な
い
世
帯
の
方
に
、
申
請

に
よ
り
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
う
額
が
、
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
な
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
や
申
請
方

法
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
物
】

国
民
健
康
保
険
証

平
成
２５
年
度
の
住
民
税
が
非
課

税
の
世
帯
の
方
は
、
入
院
時
の

食
事
療
養
費
を
減
額
し
ま
す

入
院
が
決
ま
っ
て
い
る
か
、

入
院
中
の
申
請
に
よ
り
、
申
請

月
か
ら
減
額
し
ま
す
。

【
本
人
負
担
額（
１
食
当
た
り
の

食
事
療
養
費
）】

▽
標
準
負
担
額

２
６
０
円

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯

２
１
０
円

▽
入
院
が
過
去
１
年
間
で
９０
日

超（
長
期
入
院
該
当
）

１
６
０
円

【
申
請
に
必
要
な
物
】

国
民
健
康
保
険
証
・
長
期
入
院

に
該
当
す
る
方
は
、
入
院
期
間

の
分
か
る
請
求
書
ま
た
は
領
収

書
平
成
２５
年
１
月
２
日
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、
前
住
所
地
の

２５
年
度
の
住
民
税
非
課
税
証
明

書（
世
帯
全
員
分
）が
必
要
で
す

（
住
民
税
課
税
状
況
が
確
認
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

７０
歳
以
上
で
高
齢
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ

外
来
と
入
院
の
医
療
費
（
自
己

負
担
額
）
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
な
り
ま
す

世
帯
主
お
よ
び
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
員
全

員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合

（
区
分
�
）か
、
世
帯
の
全
員
の

所
得
額
が
０
円
の
場
合
（
区
分

�
）
は
、
申
請
に
よ
り
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
交
付
し
ま
す
（
右
下

表
参
照
）。

【
申
請
に
必
要
な
物
】

高
齢
受
給
者
証
・
長
期
入
院
に

該
当
す
る
方
は
、
入
院
期
間
の

分
か
る
請
求
書
ま
た
は
領
収
書

平
成
２５
年
１
月
２
日
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、
前
住
所
地
の

２５
年
度
の
住
民
税
非
課
税
証
明

書（
世
帯
全
員
分
）が
必
要
で
す

（
住
民
税
課
税
状
況
が
確
認
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

い
ず
れ
も

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
３
階
３
１
５
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
１
２

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー

・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

を
開
催
し
ま
す

【
日
時
】

１２
月
２１
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
出
店

予
定
は
７
店
で
す
。
出
店
募
集

は
終
了
し
ま
し
た
。

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー

衣
料
品
・
雑
貨
な
ど
の
日
常

生
活
用
品
で
、
新
品
ま
た
は
新

品
同
様
の
品
物
を
お
預
か
り
し

て
販
売
し
ま
す
。
出
品
は
、
区

内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す
（
営

利
目
的
を
除
く
）。

▽
出
品
点
数

１
人
１０
点
（
う
ち
衣
類
・
バ
ッ

グ
類
・
靴
類
は
各
３
点
）
ま
で

家
具
・
電
気
製
品
な
ど
の
大

型
生
活
用
品
や
お
も
ち
ゃ
、
図

書
、
化
粧
品
な
ど
を
除
き
ま
す
。

▽
出
品
受
付
日
時

１２
月
１６
日
�
〜
１８
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

【
会
場
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
立
石
５
‐
２７
‐
１
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
内
）

�（
５
６
９
８
）２
３
１
４

子子
育育
てて
・・
子子
どど
もも

児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
へ

８
〜
１１
月
分
を
支
給
し
ま
す
。

個
別
の
通
知
は
し
ま
せ
ん
。

【
振
込
予
定
日
】

１２
月
１０
日
�

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

�（
５
６
５
４
）８
２
９
８

親
子
で
リ
ズ
ム
表
現
あ

そ
び

ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
、
全
身
を

使
っ
て
遊
び
ま
す
。
動
き
や
す

い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
１２
月
１２
日
�
午
前
１０
時
〜
正

午
会
南
綾
瀬
地
区
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
７
‐
８
‐
２２
）対
乳
幼
児

と
保
護
者
５０
組
程
度
師
野
崎
恭

子
氏
（
元
小
学
校
音
楽
専
任
教

諭
）
費
５
０
０
円
方
電
話
か
メ

ー
ル
（「
リ
ズ
ム
表
現
あ
そ
び
」、

参
加
者
全
員
の
氏
名
・
年
齢
を

記
入
）
で
、
１２
月
１１
日
�
（
必

着
）
ま
で
。
申
問
子
育
て
親
育

ち
て
く
て
く
か
つ
し
か
植
田
�

０
９
０（
６
５
０
７
）６
３
６
９

te9 katsushika@
yahoo.

co.jp

担
地
域
教
育
課

特
別
な
お
は
な
し
会

ク
リ
ス
マ
ス
お
は
な
し
会

日
１２
月
１４
日
�
午
後
３
時
３０
分

〜
４
時
対
３
歳
以
上
の
お
子
さ

ん
と
保
護
者

い
ろ
ん
な
こ
と
ば
の
お
は
な
し

会
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
中
国

語
の
絵
本
を
読
み
ま
す
（
変
更

の
場
合
あ
り
）。

日
１２
月
１５
日
�
午
後
３
時
３０
分

〜
４
時
３０
分
対
５
歳
以
上
の
お

子
さ
ん
と
保
護
者

い
ず
れ
も

直
接
会
場
へ
。

会
担
中
央
図
書
館
（
金
町
６
‐

２
‐
１
）

竹
林
教
室
全
２
回

�

み
ん
な
で
大
き
な
竹
を
切
り

倒
し
て
竹
の
お
も
ち
ゃ
を
作
り

ま
す
。
ま
た
、
竹
で
作
っ
た
小

屋
を
燃
や
す「
ど
ん
と
や
き
」で

あ
つ
あ
つ
の
お
餅
を
食
べ
、
竹

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

２６
年
１
月
１１
日
�
に
中
央
図

書
館（
金
町
６
‐
２
‐
１
）で
説

明
会
・
学
習
会
を
行
い
ま
す
。

日
２６
年
１
月
１３
日（
月
・
祝
）、

２
月
２３
日
�
会
茨
城
県
つ
く
ば

み
ら
い
市
、
古
民
家
松
本
邸
他

対
小
・
中
学
生
４０
人
（
小
学
４

年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）
費

大
人
５
千
円
、小
・
中
学
生
４
５

０
０
円
方
往
復
ハ
ガ
キ
に
「
竹

林
教
室
」・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
書
い
て
、
１２
月
１８

日
�（
必
着
）ま
で（
多
数
抽
選
）。

申
担
〒
１２５
‐
００６３
白
鳥
３
‐
２５
‐

１
郷
土
と
天
文
の
博
物
館

凡
例
日
日
時

会
会
場

対
対
象

定
定
員

内
内
容

師
講
師

費
費
用

持
持
ち
物

保
保
育

他
そ
の
他

方
申
込
方
法

申
申
込
先

問
問
い
合
わ
せ
先

担
担
当
課

�
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）。

「
全
○
回
」と
あ
る
講
座
は
、全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、定
員
を
超
え
た
場

合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
１
人
１
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

毎月１０日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です
テレビやゲームを休み、家族で会話や触れ合いの時間をつくりましょう 【担当課】 地域教育課 �５６５４‐８５８９

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

平成25年（2013年）12月5日 No.１５７１

紙面上では市外局番０３の表記を省略しています。
（５）


